
海老名市教育委員会

（平成27年 ４月 定例会議事日程）

日時 平成27年４月23日(木)

午後２時00分

場所 海老名市役所第2委員会室

教育長報告

日程第 １ 報告第 3 号

日程第 ２ 報告第 4 号

日程第 ３ 報告第 5 号

日程第 ４ 報告第 6 号

日程第 ５ 報告第 7 号

日程第 ６ 議案第 12 号

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について

平成28年度海老名市教科用図書採択基本方針について

海老名市いじめ対策調査会規則の制定について

海老名市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

海老名市教育委員会委員の日額報酬の支給対象範囲に関
する基準の制定について



海老名市教育委員会

平成２７年 ４月定例会

◇教育長報告

 １ 教育長職務代理者について

   教育委員会制度の法改正により、私が指名することとなっています。

  私としては、教育委員が年度ごとの輪番制で行っていただきたいとい

う考えです。

   平成２７年度は、松樹委員を指名いたします。

   なお、松樹委員の任期が年度途中となっていますので、その後年度

末までと平成２８年度は平井委員にお願いしたいと考えています。ま

た、平成２９年度は岡部委員に、平成３０年度は海野委員にと考えて

いますので、よろしくお願いします。

２ 平成２７年度神奈川県市町村教育委員会連合会総会について

   ４月１５日（水）に鎌倉市浄智寺を会場に開催されました。

  平成２６年度事業報告・収支決算書、平成２７年度事業計画・収支予

算書が承認されました。

また、平成２８・２９年度の会長市が県央地区の分担ということで、

今年度中に調整することになりました。

会の趣旨から考えると、次年度以降の総会出席者については、教育

委員の中から選出すべきと考えています。

 ３ 平成２７年度全国学力・学習状況調査について

   ４月２１日（火）に今年度の全国学力・学習状況調査が実施されま

した。今年度からこれまでの「国語」、「算数（数学）」に加え、新た

に「理科」の調査が実施されました。

   調査結果の公表のあり方や方法については、学校との協議、保護者

との協議、教育委員会での協議のうえ、昨年度の実績をふまえ決定し

たいと考えています。



４ 有馬中学校区における小中一貫教育の研究について

   今年度から、有馬中学校区での小中一貫教育についての研究がスタ

ートします。４月２１日（火）に研究の実施委員会が門沢橋小学校で

開催され、研究の方向性が決定されました。

   今年度、教職員や保護者・地域向けの講演会が開かれます。その折

には、ご案内いたしますので、ぜひ、ご参加ください。

   以上でございます。



平成27年４月23日提出

報告理由

報 告 第 3 号

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　平成27年３月31日付及び平成27年４月１日付で人事異動を発令したため

海老名市教育委員会関係職員の人事異動について、海老名市教育委員会教

育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条

第１項の規定により臨時に代理し発令したので、同条第２項の規定により報

告する。
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平成２７年３月３１日付

課 長 級 ・・・・・・・・・・ 5 名

係 長 級 ・・・・・・・・・・ 1 名

技 能 労 務 職 ・・・・・・・・・・ 1 名

再 任 用 職 員 ・・・・・・・・・・ 2 名

9 名

平成２７年４月１日付

部 長 級 ・・・・・・・・・・ 2 名

次 長 ・ 参 事 級 ・・・・・・・・・・ 2 名

課 長 級 ・・・・・・・・・・ 3 名

係 長 級 ・・・・・・・・・・ 4 名

主 査 級 ・・・・・・・・・・ 7 名

主 任 主 事 級 ・・・・・・・・・・ 4 名

主 事 級 ・・・・・・・・・・ 1 名

技 能 労 務 職 ・・・・・・・・・・ 1 名
任期付・特定任期付職

員 ・・・・・・・・・・ 2 名

26 名

平成２７年４月１日付（再任用職員）

技 能 労 務 職 ・・・・・・・・・・ 5 名

5 名

教育委員会関係職員人事異動内訳

平成27年4月23日

定例教育委員会資料
教育総務課
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平成２７年３月３１日付

氏名 新所属 旧所属 備考

【課長級】

飯島　昭
学校教育課食の創造館担当課長
（兼）食の創造館長

勧奨退職

梅崎　玲子 神奈川県 学校教育課主幹（兼）指導主事 退職

成岡　誠司 神奈川県
教育指導課教育支援担当課長
（兼）教育支援センター所長
（兼）指導主事

退職

加藤　展子 教育指導課児童育成担当課長 定年退職

坂野　千幸 神奈川県 教育指導課主幹（兼）指導主事 退職

【係長級】

古川　久江 教育指導課副主幹 定年退職

【技能労務職】

野中　久美子
教育総務課用務員（門沢橋小学
校）

定年退職

【再任用職員】

石井　克太郎 学校教育課主事 任期満了

郷田　研一 教育指導課主事 任期満了
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平成２７年４月１日付

氏名 新所属 旧所属 備考

【部長級】

萩原　圭一
市長室長（兼）市長室次長事
務取扱

教育部長

岡田　尚子 教育部長 市長室次長 昇格

【次長・参事級】

金指　太一郎
教育部参事（兼）教育総務課
長（兼）教育部次長事務代理

教育部参事（兼）教育総務課
長

次長事務代理発令

植松　正 農業委員会事務局長 教育部次長

【課長級】

小川　百合子
学校教育課主幹（兼）指導主
事

神奈川県 採用

山川　勇
教育指導課長補佐（兼）教育
支援センター所長（兼）指導
主事

神奈川県 採用

和田　波代
教育指導課主幹（兼）指導主
事

神奈川県 採用

【係長級】

羽倉　信昭 農政課農政係長
教育総務課文化財係長（兼）
郷土資料館長（兼）歴史資料
収蔵館長

鈴木　早苗 市街地整備課副主幹 学校教育課副主幹

押方　みはる
教育総務課文化財係長（兼）
郷土資料館長（兼）歴史資料
収蔵館長

教育総務課主査
昇格
係長発令

外村　智昭
学校教育課保健給食係長
（兼）食の創造館長

学校教育課保健給食係長 兼務発令

【主査級】

大杉　誠
保険年金課主査（兼）国保年
金係長事務代理

教育総務課主査 係長事務代理発令

村上　美樹 資源対策課主査 教育総務課主査

志村　政憲 教育総務課主査 高齢介護課主査

高橋　明浩 教育総務課主査 資源対策課主査

濱家　成美 学校教育課主査 施設管理課主査

山岡　啓子 教育指導課主査 資源対策課資源対策係長 希望降任

得田　美帆 監査委員事務局主査 学校教育課主査

【主任主事級】

田中　環 職員課主任主事 学校教育課主任主事

今野　まりこ 教育総務課主任主事 高齢介護課主任主事

小菅　舞夕子 学校教育課主任主事 監査委員事務局主任主事

古賀　雅敬 教育指導課主任主事
福祉総務課主任主事（兼）社
会福祉主事
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平成２７年４月１日付

氏名 新所属 旧所属 備考

【主事級】

大乘　文哉 学校教育課主事 福祉総務課主事

【技能労務職】

深　典子
教育総務課用務員（今泉中学
校）

教育総務課用務員（今泉中学
校）

４級昇格

【任期付・特定任期付】

仲戸川　元和 教育総務課主幹
採用（任期付短
時間職員）

髙間　佳奈枝 教育指導課主幹 教育指導課副主幹
昇格（特定任期
付職員）

【再任用：技能労務職】

矢崎　範子
教育総務課用務員（海西中学
校）

教育総務課用務員（海西中学
校）

フルタイム
任期更新

浅野　照美
教育総務課用務員（大谷中学
校）

教育総務課用務員（大谷中学
校）

フルタイム
任期更新

佐藤　淑子
教育総務課用務員（杉本小学
校）

子育て支援調理師（中新田保
育園）

フルタイム

野中　久美子
教育総務課用務員（門沢橋小
学校）

教育総務課用務員（門沢橋小
学校）

フルタイム

須田　ちひろ
学校教育課調理員（東柏ケ谷
小学校調理場）

学校教育課調理員（東柏ケ谷
小学校調理場）

短時間勤務任期
更新
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平成27年４月23日提出

報告理由

報 告 第 4 号

海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

海老名市いじめ問題対策連絡協議会の運営に関し、必要な事項を定め
たため

　海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について、海老名市教育委

員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）

第３条第１項の規定により臨時に代理し執行したので、同条第２項の規定に

より報告する。
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1 制定する規則

2 制定理由

3 制定文

　別紙のとおり

4 教育長の臨時代理について

5 施行期日

　　海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について

　海老名市いじめ防止条例の制定に伴い、海老名市いじめ問題対策連絡協議会の運
営に関し、必要な事項を定めたいため

　海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則

　平成27年4月1日

教育委員会規則の制定については、教育委員会が決定する事項の一つであるが、
平成27年第１回海老名市議会定例会において制定条例が可決されたこと、また条例
において設置が規定されている組織に関する規則であることから、制定条例と同日
公布としたいため、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
第３条の規定により教育長が臨時に代理して執行した。

平成27年4月23日

定例教育委員会資料
教育指導課
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海老名市いじめ問題対策連絡協議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、海老名市いじめ防止条例第９条の規定に基づき海老名

市が設置する海老名市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議会」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員の任期）

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長）

第３条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選によって定める。

３ 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されて

いないときは、教育委員会が行う。

２ 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができ

ない。

（庶務）

第５条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附 則 
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参 考
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平成27年４月23日提出

報告理由

報 告 第 5 号

海老名市いじめ対策調査会規則の制定について

　海老名市いじめ対策調査会規則の制定について、海老名市教育委員会教育

長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第３条第

１項の規定により臨時に代理し執行したので、同条第２項の規定により報告

する。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

　海老名市いじめ対策調査会の運営に関し、必要な事項を定めたため
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1 制定する規則

2 制定理由

3 制定文

　別紙のとおり

4 教育長の臨時代理について

5 施行期日

　　海老名市いじめ対策調査会規則の制定について

　海老名市いじめ対策調査会規則

　海老名市いじめ防止条例の制定に伴い、海老名市いじめ対策調査会の運営に関
し、必要な事項を定めたいため

教育委員会規則の制定については、教育委員会が決定する事項の一つであるが、
平成27年第１回海老名市議会定例会において制定条例が可決されたこと、また条例
において設置が規定されている組織に関する規則であることから、制定条例と同日
公布としたいため、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
第３条の規定により教育長が臨時に代理して執行した。

　平成27年4月1日

平成27年4月23日

定例教育委員会資料
教育指導課
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海老名市いじめ対策調査会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、海老名市いじめ防止条例第 10 条の規定に基づき海老

名市が設置する海老名市いじめ対策調査会（以下「調査会」という。）に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 調査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、調査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 調査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていな

いときは、教育委員会が行う。 

２ 調査会は、委員（専門の事項を調査する場合にあっては、そのために置

かれた臨時委員を含む。次項において同じ。）の半数以上の出席がなけれ

ば会議を開くことができない。 

３ 調査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 調査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 
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平成27年４月23日提出

報告理由

報 告 第 6 号

海老名市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

海老名市いじめ問題対策連絡協議会の設置に伴い、新たに委員を委嘱
したため

海老名市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について、海老名市教育委

員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）

第３条第１項の規定により臨時に代理し発令したので、同条第２項の規定に

より報告する。
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非常勤特別職（いじめ問題対策連絡協議会委員）の委嘱について

１ いじめ問題対策連絡協議会委員について

２ 委嘱期間について

３ 提案理由

新規採用による

４ 委嘱者（名簿）

別紙のとおり

いじめ問題対策連絡協議会において審議を行う

平成27年４月１日から平成29年３月31日まで

平成27年4月23日

定例教育委員会資料

教育指導課
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番号 氏名
シメイ

所属

1 樋田
ヒダ

　信幸
ノブユキ

海老名警察署生活安全課長

2 漆原
ウルシハラ

　肇
ハジメ

中学校長代表

3 三保
ミホ

　昭寛
アキヒロ

小学校長代表

4 荒井
アライ

　伸
ノブ

成
シゲ

厚木児童相談所養護課長

5 伊藤
イトウ

　清子
キヨコ

海老名市人権擁護委員

6 小林
コバヤシ

　正稔
マサトシ

学識経験者

委嘱期間　平成27年4月1日～平成29年3月31日まで

海老名市いじめ問題対策連絡協議会委員名簿
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平成27年４月23日提出

報告理由

報 告 第 7 号

海老名市教育委員会委員の日額報酬の支給対象範囲に関する
基準の制定について

別紙のとおり、海老名市教育委員会委員の日額報酬の支給対象範囲に関す

る基準の制定について、海老名市教育委員会教育長に対する事務の委任等に

関する規則（昭和49年教委規則第２号）第４条の規定により報告する。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

委員報酬の日額化に伴い、報酬支給範囲の基準を定めたため
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海老名市教育委員会委員の日額報酬の支給対象範囲に関する基準の制定 

について 

１ 制定の理由 

   海老名市教育委員会委員の報酬の日額化に伴い、日額報酬の支給対象業

務を明確にする必要があったため 

２ 制定の内容 

別紙のとおり 

３ 施行期日 

平成 27 年４月１日 

平成 27年 4月 23日
定例教育委員会資料
教育総務課
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海老名市教育委員会委員の日額報酬の支給対象範囲に関する基準 

１ 支給対象業務の考え方 

教育委員会委員（以下「教育委員」という。）の日額報酬の支給対象とする業務範囲の

基準を次のとおりとする。 

 （１）教育委員としての業務で、職員が直接、当該業務の確認を行うことができるものと

する（電子メールを除く）。なお、会議以外で教育委員が業務としての出席依頼等を

受けて、これに従事したときは日額報酬の支給対象とする。 

 （２）教育委員としての業務を行ったことにより、報酬が二重支給とならない業務とする。 

２ 支給対象業務の主な事例 

日額報酬の支給対象とする主な事例は、次のとおりとする。なお、１日のうちに、該

当する複数の業務に従事した場合でも、重複して支給しない。 

業務 内 容 具体例 

会議 ・法令等により規定されている会

議 

教育委員会定例会及び臨時会 

総合教育会議 

会議以外の協議

会等 

・協議会 

・審議会委員等として出席するも

ので、当該委員としての報酬又

は謝礼が支払われないもの 

教育課題研究会 

研修 ・地方公共団体等が行う研修会や

講演会 

教育委員会連合会研修会（関東

甲信越静、県市町村） 

式典 ・教育委員として出席する式典（来

賓だけでの出席は、対象外） 

入学式・卒業式 

辞令交付式 

開校・開設記念式典 

学校訪問 ・学校現場との意見交換 小・中学校訪問 

現地視察 ・現状把握として、状況を認識す

るためのもの 

先進都市視察 

行事等への出席 ・教育委員の業務として理由のあ

る（説明のできる）もの 

教育委員と語る夕べ 

ひびきあう教育研究発表大会 

家庭と地域の教育を考える集い 

市教委校長賀詞交換会 

ＰＴＡ活動研究集会 

３ 支給対象としない業務の主な事例 

  ・運動会、体育祭、連合運動会 

 この基準は、平成27年４月１日から施行する。 
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平成27年４月23日提出

提案理由

議案第 12 号

平成28年度海老名市教科用図書採択基本方針について

　別紙のとおり、平成28年度海老名市教科用図書採択基本方針を定めること

について、議決を求める。

海老名市教育委員会

教育長 伊 藤 文 康

平成28年度海老名市教科用図書採択にあたり、その基本方針を定めた
いため
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平成２８年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」について

海老名市教育委員会は、平成２８年度から使用する教科用図書の採択基本方

針を、次のとおり定める。

「海老名市教科用図書採択基本方針」

平成２８年度以降４ヶ年の中学校教科用図書は、神奈川県教育委員会が定め

る「平成２８年度義務教育諸学校使用教科用図書採択方針」に基づき、海老名

市教育委員会が設置した海老名市教科用図書採択資料作成委員会の報告を資

料とし、種目ごと１種の教科用図書について海老名市教育委員会が採択する。

平成 27 年４月 23 日（木） 

定例教育委員会資料 

教育指導課
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平成２８年度使用中学校教科用図書採択について 

１． 採択教科書 

平成２８年度使用中学校教科用図書 

種  目 種  目 

国        語 

書        写

社  会（地理的分野）

社  会（歴史的分野）

社  会（公民的分野）

地        図 

数        学 

理        科

音   楽（一  般）

音   楽（器楽合奏）

美        術 

保  健  体  育 

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

英        語 

       全 １ ５ 種 目 

２．採択にかかわる日程について 

平成 27年２月 教科用図書担当者会議（採択事務について） 

      ４月 教科用図書採択資料作成委員会設置要綱及び調査員会

の細案等について検討 

５月 第１回採択資料作成委員会の開催 

  第１回調査員会の開催 

６月 第２回調査員会の開催  

   第３回調査員会の開催  

教科用図書展示会（6/29～7/4） 

７月 第２回採択資料作成委員会の開催 

平成２８年度使用教科用図書採択決定 

       ８月 需要数報告 
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